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１ 屋外広告物とは

屋外広告物とは以下の４つの要件を満たすものです。

① 常時又は一定の期間継続して表示されるもの

② 屋外に表示されるもの

③ 公衆に表示されるもの

④ 看板・立看板・はり紙・はり札・広告塔・広告板・建物その他の工作物等に掲出し、

又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

屋外広告物の定義（屋外広告物法第２条第１項）

屋外広告物の種類

屋外広告物には、建築物の屋上に設置される「屋上広告塔」や「屋上広告板」、建築物の壁面に設置さ

れる「壁面利用広告物」、建築物の壁面から突出して設置される「壁面突出広告物（袖看板）」、独立し

て設置される「広告塔・広告板」「はり紙」「広告旗（のぼり旗）」「つり下げ旗」などがあり、これら

に応じた基準が定められています。
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２ 許可の基準 条例第８条・別表第１・別表第２

許可地域（禁止地域等や禁止物件以外）で広告物等を表示し、又は設置する場合には、５種類の許可

地域ごとの、大きさや高さなどの許可基準による許可が必要です。

また、広告物等の種類ごとの基準も定めています。

① 第１種地域

② 第２種地域

③ 第３種地域

④ 第４種地域

⑤ 第５種地域

許可地域（条例第８条・別表第１）

※ 禁止地域等・許可地域は、市ホームページでご覧いただけます。

※ 当該マップは参考図となりますので、最新の情報及び詳細な規制状況に

ついては、窓口にお問い合わせください。

許可地域区分別の許可基準（条例第８条・別表第２「１建築物を利用するもの及び広告塔、広告板等」）

■ 第１種地域

該当地域

〇 風致地区、近郊緑地保全区域（第一種住居地域、第二種住居地域を除く。）

〇 歴史的風土保存区域

〇 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域

・広告物の表示面積の合計は27㎡以内
・自己用外広告物（適用除外のもの、市内店舗等の敷地から３㎞以内に設置する「特定案内誘導広告
物」、電柱の巻付け看板・添架看板、電車・自動車等の外面を利用するものを除く。）の表示・設置禁止

・ネオン照明、点滅、動光、明るすぎるLED照明等の設置禁止
・電光表示装置等の設置禁止
・投影広告物の表示禁止

特定案内誘導広告物、広告旗の基準▶P５参照

※ 広告物等とは、広告物又は広告物を掲出する物件のことをいう。

道路境界

【壁面利用広告物】
〇①+②+③=５㎡以内

〇掲出壁面は４面以下

〇掲出高さは５ｍ以下（※）

〇壁面からはみ出さない

〇電光表示装置等を設置しない

〇懸垂昇降装置のある広告幕を
設置しない

(※)③のように建築物名称等を切り文字等
で掲出する場合は適用しない

【壁面突出広告物】
〇17㎡以内

〇高さは地上10ｍ以下、壁面の上端を超えない

〇下端は３ｍ以上（車道上は4.7ｍ以上）

〇出幅は建築物から1.2ｍ以下、路端から１ｍ以下

〇電光表示装置等を設置しない（※）
(※)必要最低限の規模の時間貸し駐車場の満空表示で、市長

が別に定める基準に適合する場合は適用しない

【広告塔、広告板】
〇５㎡以内

〇高さは地上３ｍ以下

〇道路上に突出しない
〇電光表示装置等を設置しない（※）

(※)必要最低限の規模の時間貸し駐車場の満空
表示等、地域住民の日常生活の利便に供す
る施設で、自ら提供するサービス等を表示
し、市長が別に定める基準に適合する場合
は適用しない
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